
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
提
出

質

問

第

三

〇

六

号

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
天
引
き
の
是
非
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
天
引
き
の
是
非
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

本
年
四
月
一
日
か
ら
、
七
十
五
歳
以
上
の
老
人
を
対
象
と
し
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
っ
た
。
新
制
度
開
始
に
あ

た
り
、
新
た
な
保
険
証
や
保
険
料
の
天
引
き
に
よ
る
負
担
増
等
を
め
ぐ
り
、
様
々
な
混
乱
が
生
じ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、

政
府
は
こ
の
度
の
新
制
度
導
入
に
よ
る
混
乱
に
つ
い
て
ど
の
様
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。

二

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
制
度
対
象
者
の
年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
政
府

は
、
対
象
者
自
身
が
納
付
す
る
と
い
う
方
式
を
と
ら
ず
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
以
下
、
「
天
引
き
」
と
い
う
。
）
と
い
う

方
式
を
と
っ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
よ
り
、
新
た
な
負
担
を
強
い
ら
れ
る
対
象
者
よ
り
不
満
の
声
が
多
く
上
が
っ
て
い
る
と
承
知
す

る
。
そ
の
中
で
も
、
「
天
引
き
」
に
対
し
て
特
に
強
い
不
満
、
憤
り
の
意
見
が
多
い
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

四

「
天
引
き
」
は
、
ほ
ぼ
確
実
な
保
険
料
徴
収
が
見
込
め
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
反
面
、
対
象
者

の
目
に
は
、
「
取
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
取
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
政
府
に
よ
る
弱
い
者
い
じ
め
の
様
に
映
っ
て
い
る
と
思
料
す

る
と
こ
ろ
、
政
府
は
「
天
引
き
」
と
い
う
や
り
方
を
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

�
添
要
一
厚
生
労
働
大
臣
や
町
村
�
孝
官
房
長
官
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
よ
り
、
対
象
と
な
る
人
の
七
割
か
ら
八

一



割
は
保
険
料
が
下
が
る
旨
の
発
言
を
し
た
と
承
知
す
る
が
、
右
の
大
部
分
の
対
象
者
の
保
険
料
は
下
が
る
と
す
る
発
言
の
根

拠
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

六

�
添
厚
労
大
臣
は
五
の
発
言
を
し
た
一
方
で
、
「
正
確
な
数
字
は
言
え
な
い
」
と
、
自
身
の
発
言
を
撤
回
す
る
様
な
弁
明

を
し
て
い
る
が
、
右
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
担
当
す
る
省
庁
の
長
の
発
言
と
し
て
は
余
り
に
も
軽
す
ぎ
、
国
民
に
あ
ら

ぬ
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
で
は
な
い
か
。
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

七

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
国
民
に
対
し
て
丁
寧
か
つ
十
分
な
説
明
を
し
て
き
た
か
。
政
府
の

見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


